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本部役員会報告（12 月１０日(日) 開催）＊議事録を兼ねる 

【開催時間】９：３０～１０：３０ 【場所】２階大ホール 

  【出 席 者】会長、副会長、地区長、理事 
 

Ⅰ、会長報告：内容詳細は別紙「平成２９年 12月度会長報告」参照 

１．11 月度の出来事〈行事関係、市役所・消防情報等〉 

２．審議（決議、検討・確認）事項  

    今月は決議(承認)依頼項目は２件、その他連絡項目が２件です。  

（決議事項）(1)区割り班編制見直し結果に基づく班編成等改正—承認 

        ⇒ 承認を受け、該当区（理事）及び該当班長に見直しの連絡済 

      (2) 千葉県の最低賃金改定による、自治会職員の賃金改定について—承認 

                ⇒ 勤務形態の改定等、人件費削減策を検討することで、提案通り、 

          平成 30 年の 4 月から賃金改定とする。 

 

（連絡事項）(1)来年度新副会長、地区長の立候補受付について 

      (2) 来年度新理事、新班長の調査について 

  ３．特記事項  (1)年末年始の自治会館休館について 

         (2) 荒廃宅(空き家)の対応について 

         (3) 移動販売(コープみらい)年末年始の営業その他  

  ４．11 月の入・退会情報  転入者：１所帯、転出者：無し 

  ５．盗難被害に対する保険求償結果 

新規買換金額３５２,８３６円に対し保険金３５６,６４１円であった 

Ⅱ．副会長報告  

   ・荒牧副会長： 自治会館年末大掃除（12 月 2６日（火）予定）についての説明と、協力依頼 

   ・末永副会長： 盗難被害に伴う特別会計取り崩しについて⇒ 承認 

             

Ⅲ．地区長報告  自治会費未納案件に対し督促対応を実施 

Ⅳ．専門部報告（特記分）  

・防災部  ：防災倉庫備品点検実施。 

・文化体育部：自治会のイルミネーション実施中。来年１月１３日まで点灯予定 

・生活環境部：道路標識不具合箇所を調査中 今後警察へ申し入れ予定 

Ⅴ．その他、 特になし 

以上 
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 平成２９年１２月度　会長報告（12月10日）

会長挨拶
　　早いもので、もう師走です。平成29年度の主なイベントも無事、盛会裏に終了し、後は
　来年度の自治会運営に向けて、主に定期総会の準備に入ります。引き続き役員諸氏のご協
　力をお願いします。

Ⅰ．11月度の出来事＜行事関係（自治会、関係団体）、市役所・消防情報等＞
1． 11月  5日（日）姉崎門前市

　＊打鐘の議～開会式　＊Ｄ１グルメ（姉崎大根使用料理）
2． 11月10日（金）有秋南小学校との交流会（昔遊び／桜台倶楽部）
3． 11月11日（土）避難所運営訓練（有秋公民館）＊桜台欠席
4． 11月11日（土）桜台ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（作品展示、ｶﾗｵｹ大会 ）　

11月12日（日）　　 〃　　　（作品展示、演芸発表会、いこいの広場、青空市場）
5． 11月13日（月）市）町会長連合会・環境対策部会（臨時／市役所）
6． 11月14日（火）有）社協健康増進講座（有秋公民館）＊うきうき健康体操
7． 11月15日（水）市原市戦没者追悼式（市民会館／ＡＭ）
8． 11月15日（水）有）社協常任理事会（有秋支所／ＰＭ）
9． 11月16日（木）市）町会長連合会理事会（市民会館）

　＊平成30年度市原市町会長大会（1月20日）について
10． 11月17日（金）有）社協地域行動計画策定委員会（有秋支所）
11． 11月17日（金）有）町会長連合会全体会議（有秋支所）＊欠席
12． 11月19日（日）自治会本部役員会 ＊議事録は桜台ニュース（第９号）参照
13． 11月21日（火）有秋南小学校区安心安全NW推進委員会（椎の木台自治会館）
14． 11月22日（水）市）町会長連合会評議委員会・懇親会（市民会館／いちの膳）
15． 11月24日（金）社協姉崎・有秋合同会議（有秋支所／三井化学社員クラブ）
16． 11月28日（火）市）地球温暖化対策協議会（市民会館）

　　●市役所・警察署・消防署からのメール配信情報
　　　・10月の犯罪：全 196件 1位 自転車盗 42件2位 部品狙い 25件 3位 器物破損 22件
　　　・11月の火災：0件　＊通報1件～実火災なし
　　　・11月の不審者情報：6件

Ⅱ．審議＜決議、検討・確認＞事項
　　　今月は決議（承認）依頼項目が２件、その他連絡項目が２件です。

＊常務役員会資料参照
　　（決議項目）① 区割り、班編成見直しについて
　　　　　　　　② 千葉県最低賃金改定による人件費改定について
　　（連絡項目）① 平成30年度の新副会長・新地区長の立候補受付について
　　　　　　　　② 平成30年度の新理事・新班長の調査について　＊決議②関連



Ⅲ．特記事項
1． 年末年始の自治会館休館について

　　●休館日：12月27日（水）～明け１月５日（金）の間

２． 荒廃宅（空き家）の対応について
　以前から、２丁目の空き家の荒廃がひどい状況で、市の住宅課に相談した結果、
担当が現場を確認し、住民の連絡先を調べたが分からなかったので、要望連絡をポ
スティングしたところ、３か月に１回位で奥さんが来られているとのことである。
　●４人家族（主人、奥さん、お子さん２）であったが、ご主人は亡くなり、３年
　　位前までは奥さんが車で寝泊まり（夜帰り朝出ていく）されていた。
　●庭及び建屋周りの草木の伸び放題、草木が蔓上に伸び、建屋を覆っている。
　　玄関側の木は、１階の庇を突き抜けて上に伸びており、その壁にスズメ蜂の巣
　　がある。（死に巣だが20～30ｃｍ大）
　●10月の台風で庭の栗の木が倒れ、お隣（売り家）の屋根に覆いかぶさったが、
　　これは、奥さんの手配で伐採したようである。
　●ご近所の方々から、家の前だけでも整理していいのなら、皆さんで実施すると
　　言っていただいたが、市では勝手に行うことはできないとのことであった。
　●時々来るからかと思われるが、電気が止められていない。これは、大地震発生
　　後の停電～復電時の復電火災の危険性が懸念される。
※ポスティングができそうなので、自治会としての要望をお願いする。上記の復電
　火災対応で、普段は、ブレーカーを落としておくように要請する。

３． 移動販売（コープみらい）年末年始の営業その他
　年末の営業は、本来12/25（月）が最後だが、早いので、今年は12/30（土）を
臨時営業とする。年始は、1/8（月）が最初となる。
　＊12月は年末用品予約注文受付もあります。（予約注文書は自治会で用意する）
　　⇒ 12/4,11,18の月曜日に予約を受付け、12/30（土）に配達
　＊12/25（月）及び12/30（土）には、年末感謝抽選会開催

Ⅳ．転入・転出（11月） ＊11月30日現在の世帯数：1,234世帯

　　●転入者（入会）　４丁目１世帯 ●転出者（退会）１丁目１世帯　

Ⅴ．Ｈ２９年１２月の主な行事（自治会、関係団体）
1． 12月  7日（木）自治会上期会計監査
2． 12月  8日（金）有秋公民館指定管理者運営委員会（有秋公民館）
3． 12月10日（日）自治会本部役員会
4． 12月10日（日）平成30年度成人式実行委員会（有秋公民館）
5． 12月13日（水）有）社協常任理事会（有秋支所）
6． 12月15日（日）地区社協行動計画策定委員会（有秋公民館）
7． 12月19日（火）有秋南小学校区安心安全NW推進委員会（桜台自治会館）
8． 12月24日（日）有秋南小学校区安心安全NW"X'masコンサート"（桜台自治会館）
9． 12月26日（火）自治会館年末大掃除

10． 12月27日（水）市）町会長連合会理事会・忘年会（市民会館）



 平成２９年１２月度　常務役員会（12月10日）

１．丁目の区割り、班編成見直し（案）について＜審議依頼＞

　班の現状の実態調査結果を踏まえて、区割り変更・班編成見直し（案）を検討した。

色々あって、かなり遅くなり、来年度の班長決定の間際になったので、大掛かりな編成見直しは

混乱を招くので、あくまで必要と思われる区割り変更、班編成見直しとなっている。

【変更・見直しの考え方】

　・区割りは、区内の班数のバランスを考慮（理事輪番対応）

　・班編成は、班内の班長就務可能者（世帯）のバランスを考慮（班長輪番対応）

　本案で承認いただければ、該当区（理事）及び該当班長に説明の連絡書を出す。

２．自治会職員（事務員・日直員）の人件費改定について（審議依頼）

詳細は個人情報につき割愛。

３．平成30年度新役員（副会長・地区長・理事・班長）の決定について

　平成30年度の新役員（副会長・地区長・理事・班長）は、以下のスケジュールで決定とする。

＜副会長・地区長＞ ・12/8(金)付の自治会回覧で、立候補受付の広報実施

※会長・会計監査は、 　⇒ 1/9日(火)～1/26日(金) 立候補受付 → 2/10(土)までに決定　

　任期中につき改選なし 　⇒ 2/11日(日)の地区役員会で承認受け～役員名簿作成

＜理事・班長＞ ・12月中旬に、現役員に来年度の理事・班長の調査依頼実施

※理事・班長は基本輪番 　⇒ 調査結果報告締切を1/26日(金)とし、役員名簿作成

　だが、各区・各班に 　⇒ 2/11日(日)の地区役員会で紹介　＊承認は不要

　一任する。 　⇒ 3/11日(日)の本部役員会で理事の専門部配属（部長・副部長）

　⇒ 3/18日(日)の新班長会で班長の専門部配属

※区割り変更・班編成見直しは、承認受け後、至急該当理事・該当班長に案内の必要あり。


